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第２回 蒲郡市立地計画策定委員会後の修正について 

 

１ 居住誘導区域と都市機能誘導区域の重ね図 

 

『居住誘導区域と都市機能誘導区域の関係性がわからないため、重ねて図示したほうがよ

い』とのご意見をいただきましたので、第３章「都市機能誘導区域」に、重ね図を追加しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当修正箇所：計画書３－１０ページ 

 

資料 2 
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２ 誘導施設の設定一覧 

 

 『誘導施設として設定する施設について、現状での立地を維持するものや、現状では立

地していないものを誘導するものなど、種類を分類し掲載したほうがわかりやすい』とい

うご指摘をいただきましたので、一覧表を修正しました。 

誘導施設の種類を『現状で立地しておらず誘導するもの』『既存施設の機能を維持する

もの』『公共マネジメントでの再配置を検討しているもの』の３種類に分類し、赤・緑・青

の３色で区別しています。 

また、『観光のまちという特性を考慮し、来街者のための商業系店舗等について考慮し

てはどうか。誘導施設の記載方法で限定してはどうか。』というご指摘をいただきました

ので、誘導施設の設定一覧の下に『海陽町における商業施設等の立地は、本市の持続的な

発展につながる土地利用であり、本計画とは目的が異なる』という考え方を追記しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当修正箇所：計画書４－４ページ 

 

修正前 修正後 

 

西
浦
駅

形
原
駅

三
河
鹿
島
駅

三
河
塩
津
駅

蒲
郡
駅

三
河
三
谷
駅

三
河
大
塚
駅

病院 ●

診療所 ● ● ● ● ● ● ●

調剤薬局 ● ● ● ● ● ● ●

生きがいセンター ●

勤労福祉会館 ●

保育園 ● ● ● ● ● ● ●

就学前児童利用施設（民間）

　　　　　　・幼稚園

　　　　　　・認定こども園

　　　　　　・認可外保育施設

児童館 ● ● ● ● ● ● ●

乳幼児一時預かり施設 ● ● ● ● ● ● ●

子ども送迎センター ● ● ● ● ● ● ●

小学校 ● ● ● ● ● ●

中学校 ● ● ● ●

図書館 ●

市民会館 ●

博物館 ●

大規模小売店舗
（店舗面積1,000㎡超)

● ● ● ● ●

銀行、郵便局等 ● ● ● ● ● ● ●

行政
施設

市役所 ●

● 　：　誘導施設

● 　：　誘導施設（既存施設の機能を各都市機能誘導区域内で維持するもの）

● 　：　誘導施設（公共施設マネジメントの取組みにより再配置を検討しているもの）

高齢者等
福祉

施設

医
療

● ● ● ●

教
育

教
育
文
化

子
育
て
支
援

● ● ●

商
業

 ※海陽町における商業施設等の立地は、本市の持続的な発展につながる土地利用であり、本計画とは目的が
異なります。 
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病院 ●

診療所 ● ● ● ● ● ● ●

調剤薬局 ● ● ● ● ● ● ●

高齢者
福祉

生きがいセンター ●

保育園 ● ● ● ● ● ● ●

幼稚園 ● ● ● ● ● ● ●

認定こども園 ● ● ● ● ● ● ●

認可外保育施設 ● ● ● ● ● ● ●

児童館 ● ● ● ● ● ● ●

乳幼児一時預かり施設 ● ● ● ● ● ● ●

子ども送迎センター ● ● ● ● ● ● ●

小学校 ● ● ● ● ● ●

中学校 ● ● ●

図書館 ●

市民会館 ●

勤労福祉会館 ●

博物館 ●

大規模小売店舗
（店舗面積1,000㎡超)

● ● ● ● ●

銀行、郵便局等 ● ● ● ● ● ● ●
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３ 公共施設の再配置に関する記載事項 

 

 地域拠点の圏域内で、かつ市街化調整区域に立地する公共施設に対する考え方を記載し

ている部分について、『わかりづらく、表現が重複しているので削除しても良いのではな

いか』というご指摘をいただきました。 

公共施設の再配置は、立地適正化計画とも関連する取り組みです。そのため、記載の削

除ではなく、最終段落を大幅に修正し、それ以外の部分についても、簡潔な内容となるよ

う修正しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当修正箇所：計画書４－７ページ 

 

修正前 修正後 
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４ 人口密度の目標値 

 

 居住誘導区域での人口密度の目標値について、【目標年次である平成５２年（２０４０

年）で３７人／ｈａ】として、第２回委員会でご意見をいただきました。 

 

 この値を設定するための人口は、メッシュ毎での将来人口推計結果から居住誘導区域内

人口を計測し、そこに、蒲郡市まち・ひと・しごと人口ビジョンでの増加人口と、過年度

に行ったアンケート結果から把握している住み替え意向のある人口を加えて設定してい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 第２回委員会では『現状から１０人／ｈａも減るのは低すぎる目標値ではないか』『５

００ｍメッシュ毎の推計では、現状の増減傾向が強く影響するため、居住誘導区域での人

口減少傾向が強く出てしまったのではないか』『将来人口推計に頼りすぎるのではなく、

居住誘導区域内に居住し続ける等の理想的な状況で検討してはどうか』『現状の市街化区

域の人口密度を居住誘導区域で保つような設定方法でも良いのではないか』というご指

摘・ご意見をいただきました。 

 

 そこで、以下の内容に変更しました。 

 【 目標年次である平成５２年（２０４０年）で４３人／ｈａ 】 

（設定方法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目標値のため、居住誘導区域内での現況を維持するという『理想的な状況』をベースと

し、関連計画である蒲郡市まち・ひと・しごと人口ビジョンとの整合が取れた値としてい

ます。 

 

 

 

 住み替え意向の 

ある人口 
 

 

 まち・ひと・しごと 

人口ビジョンでの 

増加人口 
 

 

目標値 

設定のための 

人口 
 

 

メッシュ毎の 

推計人口から計測した 

居住誘導区域内の人口 
 

 

＋ 
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 現況と同程度の 

居住誘導区域内での 

人口割合 
 

 

 まち・ひと・しごと 

人口ビジョンでの 

増加人口 
 

 

目標値 

設定のための 

人口 
 

 

＋ 
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 住み替え意向の 

ある人口 
 

 

居住誘導区域内の将来人口のベースを、現況と同程度の居住誘導区域内での人口割合

とし、そこに、蒲郡市まち・ひと・しごと人口ビジョンでの増加人口と、過年度に行っ

たアンケート結果から把握している住み替え意向のある人口を加えて設定 
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①現在（H27）の人口密度 （居住誘導区域面積：1,200ha）

備考

81,100 人

55,995 人 100ｍメッシュより算出

47 人/ha H27居住誘導区域人口/居住誘導区域面積

69 % H27居住誘導区域人口/H27市人口

②目標年次の人口密度

②-1 将来（H52）の推計人口（社人研推計値）

備考

66,959 人

居住誘導区域人口 46,202 人 H52社人研人口の69％（H27居住割合と同程度）

居住誘導区域外人口 20,757 人

②-2 H52増加人口

備考

2,906 人 H52人口ビジョン（69,865）－H52社人研人口

2,076 人
居住誘導区域外人口の10％
（住宅ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝｱﾝｹｰﾄより）

②-3 将来（H52）人口と人口密度 （居住誘導区域面積：1,200ha）

備考

51,184 人
H52居住誘導区域人口（社人研推計値）
+（人口ビジョンH52追加人口+住み替え意向人口）

43 人/ha H52居住誘導区域人口/居住誘導区域面積

住み替え意向人口

項目

H52居住誘導区域人口密度

H27居住誘導区域人口密度

H52居住誘導区域人口

数値

数値

数値

数値

項目

H27市人口

H27居住割合

項目

H52社人研人口

項目

H27居住誘導区域人口

人口ビジョンにおける
H52追加人口

該当修正箇所：計画書６－１ページ 

 

修正前 修正後 

該当修正箇所：資料編６－１ページ 

 

修正前 修正後 
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５ 災害の危険が予測されるエリアの掲載状況 

 

 『居住誘導区域内での居住を推奨するような計画のため、居住誘導区域内への移動・転

居等を考えている方にリスクを理解してもらわないと、後から本計画自体を否定されるの

ではないか』、『居住誘導区域内で災害の危険が予測されるエリアについて、位置を図示し、

掲載したほうがよい』とのご意見をいただきました。 

誘導区域を設定する際、これらのエリアについても検討していること、また、市民に対

し災害の危険についても公開し誘導することが必要であるとの考えから、以下のエリアを

図示し、資料編に掲載しました。 

 ① 西田川・落合川が氾濫した場合の浸水想定 

 ② 高潮浸水想定 

 ③ 津波浸水想定 

 ④ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当修正箇所：資料編４－４ページから４－１６ページ 

 ① 落合川・西田川が氾濫した場合の浸水想定（平成 20年度 愛知県作成） 

追加 
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② 高潮浸水想定（平成 26年度 愛知県作成） 

③ 津波浸水想定（平成 26年度 愛知県作成） 

(資料編には、地域毎の拡大図も掲載あり) 

(資料編には、地域毎の拡大図も掲載あり) 

追加 

追加 
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６ 区域等の面積 

 

 『誘導区域面積について、市街化区域・都市計画区域等と対比されていないと検証でき

ないため、掲載したほうがよい』とのご指摘をいただきましたので、以下のとおり追加し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所 

(資料編には、地域毎の拡大図も掲載あり) 

追加 

該当修正箇所：資料編４－１７ページ 
追加 


